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（1）申請にかかる施設の構造設備及びその有する人員が、医療法第 21 条及び第 23 条の規定に基づく省令の定める要件に適合している

こと。 

（2）医療法第 7 条の 2 第 1 項各号に掲げる者からの病院開設の許可申請については、医療法第 7 条の 2 第 1 項本文の規定により許可の

制限がある。 

（3）知事は、医療計画の達成のため、特に必要がある場合には、病院を開設しようとする者に対し、県医療審議会の意見を聴いて、病

院の開設に関して勧告することができる。 
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